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 予算編成プロセスの公開を進めるため、「予算編成方針」、「各局予算要求方針」等について

ホームページに掲載するとともに、閲覧用として市政刊行物コーナー、区、まちづくりセン

ター等にも配置する。  

 また、今年度からの新たな取組みとして、市民からの意見・要望等の受付窓口にコールセ

ンターを活用することとし、より多くの市民意見等を集約して予算編成に反映させていく仕

組みを構築する。 

 

 

(1) 予算編成方針 

記載内容は例年どおり。各局通知（10 月 8 日）後速やかに公表する。 

 (2) 予算要求時 

   公表する資料は以下のとおりとし、副市長ヒアリング（11 月中旬）の終了後速やかに

公表する。 

  ① 局予算要求方針 

   ・局予算要求総括 

・各局の予算要求の考え方 

・主要事業等の概要、要求額（百万円単位） 

・「新まちづくり計画」に基づく事業の成果指標 

   ・見直し事業一覧（事務事業見直し、団体補助金の見直し、受益者負担の適正化等） 

  ② 主要事業体系図 

   ・主要事業等の概要、要求額（百万円単位） 

 (3) 予算案発表時 

   公表する資料は以下のとおりとし、予算案の発表にあわせて公表する。 

  ① 主要事業体系図(査定結果等) 

  ・「主要事業体系図」に査定額（百万円単位）、査定の概要及び市民意見等の反映結果

を追加。 

  ② 予算の概要 

    記載内容は例年どおり。 

 

 

 

  ホームページ（財政公表のページ）に掲載するとともに、閲覧用として市政刊行物コー

ナー、区、まちづくりセンター等にも配置する。 

 

 

 

局予算要求方針の公開後（11 月中旬）から一定期間、電話、FAX、Ｅメール等により市

民からの意見・要望等を受け付けることとする。 

また、今年度からの新たな取組みとして、市民からの意見・要望等の受付窓口にコール

センターを活用することとし、より多くの市民意見等を集約して予算編成に反映させてい

く仕組みを構築する。 

なお、市民意見等は予算編成過程における査定の際に参考とするとともに、予算案への反映

結果を査定結果とあわせて公表する。 

予算編成プロセスの公開等に関する取組について 

２ 公表方法 

１ 公表資料及び公表時期 

3 市民意見等の反映 


